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            平成２７年度事業計画 

 

 一般社団法人日本善行会は、昭和１２年５月７日に創立以来、幾多の社会

変動の波を乗り越え、７７年の長きにわたって各時代の要請に応えた各般の

事業を展開してきた。この間、春・秋の善行表彰をそれぞれ６４回にわたり

挙行し、善行者を称え励まし、また、組織を挙げて全国で善行活動を実践す

るとともに、善行精神の高揚と普及の啓発活動を実施し、国の発展と国際親

善にも寄与してきた。 

平成２６年４月１日を期して、本会は新しい法律の下で、「一般社団法人日

本善行会」として出発しました。 

全国津々浦々で行われている隠れた善行を見いだして顕彰し、明るく住み

よい社会を建設していくという日本善行会の使命に代わりはありませんし、

このことが社会全体の公益に奉仕するものであることも同じです。 

７８周年を迎えた今年度も、先輩が残された素晴らしい業績に感謝すると

ともに、会員の総力を結集し、主体事業である表彰事業と善行実践活動を強

化し、国、地方公共団体、関係諸団体等との連携をも図って、明るく住み良

い社会環境づくりを目指し、次の諸事業を実施する。 

 

１ 表彰による善行活動の推進 

  本会の善行表彰は、今年度で６５回目となり、前年度までの表彰総数は

５８，９０２件に達している。この善行表彰を受賞した多くの方々は、引

き続き各地で善行活動を実践し、善行の輪を各地域に広げている。また、

春季及び秋季表彰に加えて、永年にわたって善行を継続している善行表彰

受賞者への特別表彰（金章・銀章表彰）を実施する。 

本年度から、表彰状が一回り大きくなり、更に善行章のデザインの変更

が行われます。 

 （１）春季善行表彰 

      表彰内容   青少年善行表彰、緊急時貢献表彰、国際貢献表

彰及び外国人善行表彰 

      実施時期   平成２７年５月２３日（土） 

      実施場所   明治神宮参集殿 

      

 （２）秋季善行表彰 

表彰内容   成人善行表彰（善行銅章表彰） 

実施時期   平成２７年１１月２８日（土） 

      実施場所   明治神宮参集殿 

 

（３）特別表彰 

     表彰内容   善行金章表彰・善行銀章表彰 

実施時期   平成２７年５月２３日（土） 
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実施場所   明治神宮参集殿  

 

２ 善行実践活動の推進 

  善行実践活動は、社会を明るくする原動力であり、会の組織を挙げ、ま

た、地域住民とも連帯して、これに取組み、善行の輪の拡大に努める。 

（１）各支部及び会員の協力を得て、交通安全折鶴運動、青少年の育成指

導、生活環境の美化と改善、自然環境や文化財の保存、被災者支援活

動、国際交流活動等に努める。 

   また、芸能奉仕団員との連携の下に、老人福祉施設、心身障害者施

設、恵まれない子供達の施設への慰問等、広範な分野にわたって善行

実践活動を展開し福祉の増進を図る。 

（２）本会の設立趣旨に沿ったもので、官公庁又は関係諸団体が提唱し、

又は実施する地域活動に参加し、明るく住み良い社会環境の実現に努

める。 

 

３ 長寿善行者の御接見 

  この事業は、善行表彰受賞者が、皇太子同妃両殿下から御接見の栄誉を

賜る意義深いものである。 

この長寿善行者の御接見は、昭和４５年９月９日に実現し、以来、今年

度で４６回となる。  

今年度の実施は東宮御所の許可を得たうえで、平成２７年１０月中を予

定している。この御接見の栄に浴する者は、善行表彰受賞後も善行を重ね

て７０歳以上になられ、現在も善行活動を行われている方々の中から、約

１２０名が選ばれて東宮御所に参内するものである。 

 

４ 広報啓発活動の充実 

  情報化時代を迎えた今日、月刊紙「明るいニュ－ス」が果たしている役

割は大きい。そこで本年度も、更に内容の充実を図って、各支部及び会員

との連携の強化に努める。また、各方面へ迅速に善行情報を提供して善行

活動の普及と善行精神の高揚化に努力すると共に、ホームページでの善行

情報の提供など、本会の事業や活動を広報して本会に対する理解を深める。 

 

５ 組織と財政基盤の強化 

  本会は、会員によって構成され、主に会員が拠出する会費によって運営

されており、会員の増加が財政基盤の強化に直結している。また、事業を

効果的に全国展開するためには、各都道府県に支部の設置が必要となって

いる。 
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  このため、積極的に次の事業を/展開する。 

 （１）善行活動の輪を広げ、かつ、財政基盤を充実させるため、会員の新

規加入に組織を挙げて取り組む。 

 （２）会員が地域活動を行う拠点である支部組織の新設に努め、併せて、

全国支部８ブロック会を推進し、機能の充実強化に努める。 

 （３）地方公共団体、企業、諸団体からの賛助金、助成金、寄付金等の確

保に努力し、本会活動に要する資金の充実化を図る。 

 

６ 諸会議の開催 

  本会の定款に定められている会議には、総会、理事会及び常務理事会が

ある。また、定款には定められていないものの、本会業務の連絡調整の場

としての支部長会が設けられている。 

これら会議の本年度の開催予定は、次の通りである。 

 （１）総会 

開催時期   平成２７年６月１８日（木） 

      開催場所   グランドヒル市ヶ谷 

 （２）理事会 

第 1回 

開催時期   平成２７年６月１８日（木） 

      開催場所   グランドヒル市ヶ谷 

     第２回 

開催時期   平成２７年９月 中旬（予定） 

      開催場所   グランドヒル市ヶ谷 

第３回 

開催時期   平成２８年３月 中旬（予定） 

      開催場所   グランドヒル市ヶ谷 

 

 （３）支部長会 

      開催時期   平成２７年９月 中旬（予定） 

      開催場所   グランドヒル市ヶ谷 

 

 （４）常務理事会 

      開催時期   随時 


